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協
議
に
よ
り
措
置
す
べ
き
事
項
に
関
す
る
申
合
せ

(
昭
和
十
七
年



十
二
月
)
　

四九〇

九
六
　
放
送
関
係
事
務
処
理

ニ
関

ス
ル
件

(
昭
和
十
七
年
十
二
月
)
　

四九
一

九
七
　
昭
和
十
七
年
上
半
期
に
お
け
る
出
版
物
の
発
行
状
況

(
昭
和
十
七
年
十
二
月
)
　

四九二

九
八
　
出
版
事
業
令

(
昭
和
十
八
年
二
月
)
　
四

九八

九
九
　
出
版
事
業
令
施
行
規
則

(
昭
和
十
六
年
二
月
)
　

五〇〇

一
〇
〇
　
内
閣
情
報
局
分
課
規
程

(
昭
和
十
八
年
四
月

一
日
改
正
)
　

五〇二

一
〇

一
　
社
団
法
人
東
京
新
聞
社
設
立
許
可

(
昭
和
十
八
年
八
月
)
　

五〇四

一
〇
二
　
情
報
局
官
制
中
改
正

(
昭
和
十
八
年
十

一
月
)
　

五〇六

一
〇
三
　
内
閣
情
報
局
分
課
規
程

(
昭
和
十
八
年
十

一
月
)
　

五〇六

一
〇
四
　
社
団
法
人
大
日
本
映
画
協
会
設
立
許
可

(昭
和
十
八
年
十

一
月
)
　

五〇八

一
〇
五
　
戦
時
国
民
思
想
確
立
に
関
す
る
基
本
方
策
要
綱

(
昭
和
十
八
年
十
二
月
)
　

五
一〇

一
〇
六
　
俘
虜

の
報
道
に
関
す
る
検
閲
注
意
事
項

(昭
和
十
八
年
十
二
月
)
　
五
一
二

一
〇
七
　
空
襲
時
の
放
送
措
置

(
昭
和
十
九
年
二
月
)
　

五
一三

一
〇
八
　
戦
時
生
活
ノ
明
朗
化

ニ
関

ス
ル
件

(
昭
和
十
九
年
五
月
)
　

五
一六

一
〇
九
　
敵
襲
時
中
央

ニ
於
ケ
ル
国
内
報
道
措
置
要
綱

(
昭
和
十
九
年
五
月
)
　

五一六

一
一
〇
　
社
団
法
人
徳
島
新
聞
社
設
立
許
可

(
昭
和
十
九
年
五
月
)
　

五
一七

一
一
一
　
敵
襲
時
地
方
軍
、
官
間

ニ
於
ケ
ル
報
道
連
絡
機
関
設
置

ニ
関

ス
ル
大
本
営
陸

・
海
軍
報
道
部
、
内
務
省
及

情
報
局
間
協
定
覚
書

(
昭
和
十
九
年
七
月
)
　

五
一八



一
一
二
　
地
方
報
道
連
絡
機
関

ニ
関

ス
ル
件

(
昭
和
十
九
年
七
月
)
　

五
一九

一
一
三
　
新
電
波
管
制
下
の
放
送
運
営
方
針

(
昭
和
十
九
年
十
月
)
　

五一九

一
一
四
　
決
戦
与
論
指
導
方
策
要
綱

(閣
議
決
定

・
昭
和
十
九
年
十
月
)
　

五
二
一

一
一
五
　
決
戦
輿
論
指
導
方
策
要
綱

(昭
和
十
九
年
十
月
)
　

五二三

一
一
六
　
「
敵
襲
時

ニ
於
ケ

ル
国
内
報
道

ニ
関
ス
ル
大
本
営
陸
海
軍
報
道
部
、
情
報
局
間
協
定
覚
書

ニ
基
ク
地
方

ニ
於

ケ
ル
発
表
要
領

ニ
関

ス
ル
件
」
説
明

(
昭
和
十
九
年
十
月
)
　

五二六

一
一
七
　
大
東
亜
戦
争
ノ
現
段
階

ニ
即
応

ス
ル
与
論
指
導
方
針

(
昭
和
二
十
年

一
月
)
　

五二八

一
一
八
　
放
送
施
設
決
戦
態
勢
整
備
強
化
要
綱

(
昭
和
二
十
年
三
月
)
　

五二九

一一
九
　
戦
局

ニ
対
処

ス
ル
新
聞
非
常
態
勢

ニ
関

ス
ル
暫
定
措
置
要
綱

(昭
和
二
十
年
三
月
)
　

五三
一

一
二
〇
　
情
報
局
改
組

ニ
関

ス
ル
件

(昭
和
二
十
年
四
月
)
　

五三
二

一
二

一
　
伊
藤
述
史
宣
誓
供
述
書
お
よ
び
訊
問
記
録

(
昭
和
二
十
一
年
六
月
)
　

五三三

〔
追

補
〕

一
　

社
団
法
人
同
盟
通
信
社
設
立
許
可

(
昭
和
十
年
十

一
月
)
　

五四〇

二
　
同
盟
通
信
社
設
立
の
経
緯

(
昭
和
十

一
年
六
月
)
　

五四
一

三
　
同
盟
通
信
社
助
成
方
策

(
昭
和
十

一
年
八
月
、
十
月
)
　

五四六

四
　
同
盟
通
信
社
助
成

ニ
関

ス
ル
件

(昭
和
十

一
年
九
月
)
　

五
四七

五
　
同
盟
通
信
社
祝
宴
ニ
於
ケ
ル
広
田
総
理
ノ
挨
拶

(昭
和
十

一
年
十

一
月
)
　

五五
〇

六
　
報
道
界
指
導

ニ
関

ス
ル
計
画
私
案

(
昭
和
十

一
年
)
　

五五二



七
　

群
馬
県

の

「新
聞
紙
、
出
版
物

ノ

一
斎
取
締
」
計
画
概
要

(
昭
和
十
二
年
二
月
)
　

五五四

八
　

同
盟
通
信
社
助
成
金
交
付
示
達
書

(
昭
和
十
二
年
度

・
昭
和
十
二
年
四
月
)
　

五五七

九
　

外
交
通
信
特
別
施
設
費

ニ
付
テ

(
昭
和
十
二

・
十
三
年
)
　

五五八

一
〇
　

内
閣
情
報
部

と

『
週
報
』

の
内
幕

(
昭
和
十
三
年
二
月
)
　

五六一

一
一
　
総
動

員
秘
密
保
護
法
案

(
昭
和
十

一
年
)
　

五六八




